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情報交換会を開催

　2025年 12月 4日、明治記念館
（東京・港）において 2025年度 

GS1 Japan 情報交換会を開催し、
約270名の方々に参加いただいた。
　講演会と懇親会で構成する本会
は、業界の最新動向を共有しなが
ら、当財団の事業に協力いただいて
いる各関係企業・団体の皆さまと意
見交換し、親睦を深める場として毎
年 12月に開催している。今回も多
くの参加者が積極的に意見を交わ
し、新たなつながりが生まれる場面
も多く、情報交換会ならではの価値
を改めて実感できる一日となった。
　講演会の開会あいさつで当財団専
務理事の杣谷は、産業界が直面する
人手不足やサステナビリティ対応の
加速を背景に、標準化と DXの役割
がかつてないほど重要になっている
ことを強く示した。さらに、業界の
垣根を越えて商品情報を一元的に登
録・共有する次世代の情報基盤とし
て位置付けられる「GS1 Japan産
業横断レジストリー」事業に踏み込
み、次の時代への挑戦を明確に打ち
出した。

　懇親会では、毎年、当財団の事業
活動である流通のシステム化・標準
化への外部協力者の中から、特に流
通情報システム化の推進に顕著な功
績を挙げられ、また今後の社会の進
展に大きく寄与する取り組みに尽力

されている個人および企業・団体に
対し、当財団から感謝の意を示す表
彰式を行っている。2025年度は企
業部門 1社を表彰した。

経済産業省の流通政策

　講演会では、経済産業省 大臣官
房審議官（商務・サービス担当）の
浅井俊隆氏をお招きし、経済産業省
が推し進める流通政策の中から、大
きく以下の 2点について説明いた
だいた。
・社会インフラである小売業のあり
方の検討
・商品情報連携に向けた取組と今後
の進め方

社会インフラである小売業の 
あり方の検討

　経済産業省では 2025年 11月か
ら「社会インフラである小売業のあ
り方研究会」を開催している。小売
業の役割には、生活基盤機能、コミ
ュニティ形成機能、地域経済活性化
機能、レジリエンス機能、生活高度
化機能などがあるが、この研究会で
は特に小売業の災害時のレジリエン
ス機能に着目し、研究会の目的とし
て小売業が災害時に求められる役割
や課題の再整理と、それに対する政
策的支援の方向性の明確化を挙げて
いる。
　過去、激甚災害の際、小売業は物
資供給の拠点や避難所等としての機
能を果たし、災害対応に貢献してき
たが、首都直下型地震や南海トラフ
地震をはじめとした災害の懸念が高
まる中、経済産業省として改めて災
害対応における小売業の重要性を認
識、研究会の成果を取りまとめ、
2026年早々に公開することにして
いる。

商品情報連携に向けた取組と 
今後の進め方

　流通業は日々の生活を支える一大
産業だが、労働集約的で深刻な人手
不足に直面している。一方、eコ
マースなど販売形態の多様化や品質
表示義務化などに伴い、詳細な商品
画像や原材料など、求められる商品
情報は増加傾向にあり、取引に必要
となる商品情報授受の負荷も増大し
ている。従って、今後業務を大幅に
効率化しなければ現在と同等のサー
ビスレベル維持は困難となり、ひい
ては消費者が欲しいものを買えない
という事態につながりかねない。現
在事業者においては、セルフレジや
AI自動発注システム、電子棚札と
いったさまざまなデジタルツールを
導入して生産性を高めているが、そ
の基盤となる商品情報のあり方や扱
い方が非効率のままでは改善も頭打
ちになってしまう。
　そこで、経済産業省では、メー
カー・卸・小売業界をリードする各
社をメンバーとして 2024年 11月
から実施してきた「商品情報連携標
準に関する検討会」において、商品
情報の標準化について議論した。検
討会では、2050年までに 35％の
効率化実現を目指し、商品情報の標
準化と、製配販間の情報授受プロセ

2025年度 GS1 Japan情報交換会を開催
ー 商品情報連携で物流改革を進める流通政策とGS1 Japan産業横断レジストリー ー

講演会の様子

経済産業省 浅井俊隆氏
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スの一元化を目指した「商品情報プ
ラットフォーム構想」を打ち出した。
　この構想は 2026年度の稼働を目
指しており、実現すると、メーカー
が登録した商品情報に利用者がアク
セスすることで、皆が同一の正確な
情報を効率的に利用できるようにな
る。
　2025年 3月には、流通サプライ
チェーンを代表する企業・団体が「商
品情報の連携に関する宣言」という
合意文書を発出し、競争関係にある
各社が、以下の 5原則に沿って協
調していくことが示された。
① 消費者に対する商品情報の説明
責任
② 共通情報での協調
③ ブランドオーナーによるシング
ルインプット
④ 一括取得・共同利用
⑤ 一意に識別可能な商品の共通 ID

の利用
　また、宣言には、国主導で進めら
れる実効性を伴うガイドラインの策
定に対し、企業・
団体が積極的に参
加していく、とい
うことも盛り込ま
れた。
　進め方であるが、2025年度は、
5月に商品情報連携会議を設置し、
議論を経て 12月にガイドライン素
案を取りまとめ、2026年 3月に公
開する予定である。商品情報プラッ
トフォームの稼働は 2026年度とな
るが、バージョンアップを重ねるた
め、持続的な運営を確保できる枠組
みや参加者の拡大も視野に入れてい
る。
　最後に、現在募集中の「商品情報
プラットフォームを活用した新たな
流通 DXコンテスト」を紹介する。
スタートアップ等の流通テック企業
や、先進的な取組を行う流通業など
の事業者から、流通業やサプライチ
ェーンが抱える課題の解決策となる
「商品情報プラットフォーム」を活

用した提案を募集し、審査・表彰を
行う。経済産業省ではこのコンテス
トが業界全体の課
題解決や商品情報
プラットフォーム
の普及につながる
と考えている。

GS1 Japan 産業横断レジスト
リーの取り組み

　続いて、当財団常務理事の前田
が、商品情報プラットフォームの実
現に向け、当財団として取り組んで
いる「GS1 Japan産業横断レジス
トリー」について説明した。
　商品情報授受の非効率さは、今か
ら 11年前の 2014年の製・配・販
連携協議会の報告書でも触れられて
いる通り、積年の課題である。当然
ながらこの報告書が出る以前にも認
識されていたが、今に至るまで解決
できていない。当財団としてもこの
状況を認識しており、業界データ
ベース事業者などと検討を重ね、
2026年に「GS1 Japan産業横断
レジストリー」のバージョン 1.0

をリリースすることにした。まず、
基本となる 56項目や業界特有項目
について登録者と利用者が効率的に
情報授受できるようにする。その後
この仕組みに参加する業界データ
ベースを増やしたり、基本項目以外
の業界特有項目も取り扱いできるよ
うにしていく。
　商品とそのデジタル情報は今や一
体不可分である。商品のことを最も
よく知っているブランドオーナーが
登録した商品情報を多くの事業者が
利用する。このコンセプトの下、当

財団は事業者の方々とともに“商品
情報の登録は 1ヵ所、利用は皆で ”
を目指して取り組んでいきたいと考
えている。

流通システム化貢献者表彰

　前述の通り、懇親会で行われた貢
献者表彰では企業部門 1 社へ感謝
状と記念品を贈呈した。
　表彰された企業と功績は以下の通
りである。

Sustainable Shared Transport ㈱
（代表取締役社長 髙野茂幸氏）
　SST社は、持続可能なサプライ
チェーンの構築を目指し、パレット
混載の共同輸配送サービス「SST

便」を提供。複数の荷主企業や物流
事業者をつなぐことで、物流効率化
と環境負荷低減に大きく寄与してい
る。
　国内の物流事業者として初めて
GS1識別コード「SSCC」を採用し、
パレット単位の輸送梱包を一意に識
別・管理。作業時間やミスの削減に
つなげることはもちろん、荷主企業
自身が付番した SSCCを受け入れ
ることも可能であり、荷主から物流
事業者への一貫したデータ連携の実
現につながることが期待される。
　
　本会では開始直後から多彩な話題
が飛び交い、参加者が熱心に耳を傾
ける姿が見られるなど、活気があり
つつも終始和やかな雰囲気の中で進
行し、盛況のうちに終了した。
　（広報・ブランディング推進室）

GS1 Japan 杣谷晴久専務理事（左）と
Sustainable Shared Transport㈱
髙野茂幸氏

GS1 Japan 前田秀常務理事
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デジタル社会で高まる商品情報・
事業者情報の重要性

　近年、国境を越えた商品取引の増
加や電子商取引の拡大により、商品
を国際的に重複なく識別、管理する
ことができるGTIN（Global Trade 

Item Number：商品識別コード）
の重要性が、これまで以上に高まっ
ている。
　一方、インターネット上には多種
多様な商品情報が溢れており、その
正確性や信頼性を見極めることが難
しくなっている。このような状況の
中で、「ブランドオーナーが発信す
る正確な商品情報を確認したい」「事
業者情報だけでなく、商品情報も併
せて確認したい」といった声が、世
界中から GS1に数多く寄せられる
ようになった。

GS1 Registry Platform と
Verified by GS1

　このような要望を受け、GS1で
は事業者情報に加え、商品情報など
も含めて確認できる仕組みの整備を
進めてきた。その基盤となるのが、
世界各国・地域の GS1加盟組織か
ら収集した情報を蓄積するグローバ
ルなデータベース「GS1 Registry 

Platform（以下、GRP）」である。
　GRPには、GS1事業者コードの
登録事業者情報や、GTINにひも付
く商品情報などが蓄積されており、
ブランドオーナーが提供した正確な
情報を一元的に管理している点が大
きな特長である。2025年 12月現
在、GRPには、1320万件の GS1

事業者コード情報、7億 3100万件
の GTIN情報が登録されている。
GS1は、この信頼性の高い情報を
社会全体で活用できる環境づくりを

進めている。
　その取り組みの
一つとして、GRP

に登録された情報
を誰でも簡単に確
認できるサービス
が「Ve r i f i e d 

by GS1（以下、
VbG）」である。
　GS1 Japanで
は、2023年 11月よりホームペー
ジ上で日本語版 VbG（一般公開）
の提供を開始した。

VbG で確認できる主な情報

　VbGでは、GRPに登録された
情報を、以下の四つの検索方法で確
認することができる。
① 商品情報の確認
　GTINを入力し検索することで、
商品名、ブランド名、内容量、商品
分類などの基本的な商品情報を確認
でき、画像が登録されている場合
は、合わせて表示される。また、
GS1からGS1事業者コードを正式
に貸与されている事業者の情報も確
認することができる。
② 企業・事業所情報の確認
　GLN（Global Location Number：
企業・事業所識別コード）を入力し
て検索することで、企業・事業所情
報を設定した事業者の情報を確認す
ることができる。
③ その他の GS1 識別コード情報の

確認
　SSCC（出荷梱包シリアル番号）
をはじめとする GS1識別コードを
入力し検索することで、当該識別
コードを設定した事業者の情報を確
認することができる。
④ 事業者情報の確認
　事業者名を入力し検索を行うこと

で、GS1事業者コードを貸与され
た事業者の名称、住所、ウェブサイ
ト、貸与元の GS1加盟組織を確認
することができる。

VbG の利用と活用状況

　日本語版 VbGは、1日 30回ま
でという検索回数の制限はあるもの
の、誰でも無料で当財団のホーム
ページから利用可能である。
　加えて、当財団では事業者情報を
より便利に検索できる有償サービス
「GS1事業者コード情報確認サービ
ス」を 2024年 10月より提供して
いる。サービスの詳細はこちら
（https://www.gs1jp.org/data

base_service/gcp- search/about_

gcp-search.html）を参照されたい。
　VbGの利用は着実に拡大してお
り、事業者情報や商品情報の確認な
ど、さまざまなビジネスシーンで活
用されている。ブランドオーナーが
発信する信頼性の高い情報を、正確
かつ簡単に確認できる VbGは、デ
ジタル社会においてますます重要な
役割を果たすものと考えられる。
　今後も多くの方々に継続して活用
されることが期待される。
　（データバンクビジネスグループ）

Verified by GS1
ー 信頼できる商品情報・事業者情報の確認 ー

Verified by GS1のトップ画面
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　GS1標準に関する技術情報の発
信を目的に「GS1 Japan TECH 

BLOG」の提供を開始した。本ブ
ログには、主に所内有志が記事を投
稿している。
　本ブログでは、GS1関連のソフ
トウエアの設定・操作・運用に関す
るナレッジ共有をはじめ、最新の技
術標準に関する動向、さらには開発
事例やプロジェクト事例の紹介、運
用経験者による Tips、はまりどこ
ろの共有などを取り上げる予定であ
る。GS1 Japan主催の入門講座・
技術講座の内容をベースに、より専
門性の高い技術情報の発信を目指し
ている。
　主な対象読者は技術者であり、
ツールの操作方法やサンプルコード
を基にしたプログラミングの方法な
どを多くの記事で解説している。実
際に手を動かしながら GS1標準を
体験し、理解を深められることが本
ブログの特徴である。

投稿記事内容の紹介①

　本ブログ最初の投稿記事は「OSS 

GS1 Digital Linkリゾルバの構築
方法」だ。GS1本部が GitHub上
でオープンソースのソフトウエアと
して公開している GS1 Digital 

Link Resolver Community 

Edition 3.0を用いたデジタルリン

クリゾルバの使い方を説明してい
る。執筆は本稿の筆者が担当した。
　本記事ではローカル環境でリゾル
バを構築し、データ登録と解決を行
う方法を順序立てて解説している。
コピー＆ペーストでそのまま使用で
きるコードやコマンドの記載もあ
り、プログラミングに精通していな
くても実践できるようにしているこ
とが特徴である。
　GS1 Digital Link Resolver 

Community Edition 3.0 で は、
近年、システム開発に用いられるこ
とが多くなった仮想化技術である
Docker/docker-compose の 設
定も提供されているため、容易にリ
ゾルバ構築が可能である。
　筆者は GS1 Digital Link標準に
ついては初学者だったため、入門・
技術講座の内容習得と合わせてリゾ
ルバの操作をすることで、自身も体
感的に GS1 Digital Link標準を学
習することができた。

投稿記事内容の紹介②

　続いて、GS1およびGS1 Japan

が提供する GS1関連便利ツール
「バーコード（一次元 / 二次元）編」
「GS1 Digital Link / EPCIS編」
「EPC / RFID編」の 3本建ての記
事を公開した。それぞれの GS1標
準に関する学習やサービス構築にお

いて用いることができる GS1公式
のソフトウエアやツールを網羅的に
整理し、仕様書だけでは把握しづら
い標準の全体像や実装時に利用可能
な具体的な選択肢の可視化を目指し
ている。
　これらの記事で紹介されたツール
は一部を除き大半が無料提供になっ
ているため、ツール探しの足掛かり
として参考にしていただきたい。同
記事で紹介した各種ツールの詳細に
ついても随時解説記事を公開してい
る。

今後の方針

　本ブログでは、今後も最新の
GS1標準に関する記事を投稿して
いく。具体的には、GS1本部が取
り組む Verifiable Credentialsに
対応した「GS1デジタルライセン
ス」の紹介、デジタルリンクリゾル
バを用いたウェブアプリ開発方法の
解説、さらに GS1標準の更新をお
知らせする記事などを計画している。
　ぜひ、ブログの読者登録機能から
購読いただきたい。
　GS1 Japan TECH BLOG が、
技術者の学習環境を充実させるとと
もに、新たなサービス創出の一助と
なることを期待している。
　（RFID・デジタル化推進グループ 

押川）

GS1 Japan TECH BLOGサービスを開始
ー GS1標準の普及と技術的理解の促進に向けた新たな取り組み ー

GS1 Japan TECH BLOGは
こちらから
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　海外企業との取引時に利用する
GS1事業者コードや GTINの設定
について、多く寄せられる質問とそ
の回答を紹介する。
　
海外からの輸入時
Q-1　 EAN コードが付いている海

外メーカーの商品を日本国内で販
売する際は、コードを JAN に変
える必要がありますか？

A-1　13 桁 の EAN コ ー ド ( ＝
GTIN-13) や 12桁のU.P.C. (＝
GTIN-12) が設定されている商品
について、日本国内で何らかの仕
様変更を加えて、日本の事業者の
オリジナル商品として流通させる
ことがない限り、コードを付け直
す必要はありません。
　　「JANコード」はEANコード、

U.P.C.と同じ GS1標準の商品識
別コード「GTIN (Global Trade 

Item Number) 」の日本におけ
る呼称です（図参照）。
　
Q-2　仕入れた商品に GTIN があ

りませんでした。自社で設定して
もよいですか？

A-2　GTINは商品のブランドオー
ナーが設定するものです。他社の
商品に新たな JANコードの設定
が必要となるような商品の仕様変

更がされない限り、自社の GS1

事業者コードを使用して GTIN

を設定することはできません。ブ
ランドオーナーに GTINの設定
を依頼してください。
　　要求してもブランドオーナーが

GTINを設定しなかった場合は、
暫定的にサプライチェーン下流の
事業者が自社の GS1事業者コー
ドを用いて GTINを設定するこ
とができます。
　　ただし、流通先が ECプラット
フォームの場合は、出品時に商品
のブランドオーナーである証明を
求められる可能性があること、ま
た後からブランドオーナーが
GTINを設定した場合にはブラン
ドオーナーの GTINが優先され
ることから、お勧めしておりませ
ん。
　
海外への輸出時
Q-3	　日本国内でのみ販売してい

た商品を海外でも販売することに
なりました。JAN コードのまま
で大丈夫ですか？

A-3　「JANコード」は EANコー
ド、U.P.C.と同じ GS1標準の識
別コード「GTIN」の日本におけ
る呼称であり、グローバルで使え
るコードです。仕様変更を加えて

国内用と区別する必要がない限
り、輸出用にコードを付け直す必
要はありません。
　　ただ、商品に付いている JANシ
ンボルにトランケーション (バー
コードシンボルのバーの高さを削
ること ) を行っている場合には輸
出先で受け入れられない可能性が
あります。正規の高さのバーコー
ドをご利用ください。
　　トランケーションは、日本国内
限定で認められた方法です。詳し
くは下記ウェブページより「JAN

シンボルマーキングマニュアル」
をご参照ください。

Q-4　仕入れた商品のケース単位
に 13 桁の GTIN が表示されて
います。正しくは14桁ですよね。

A-4　単品の GTINと別の番号で
あれば、集合包装単位であっても
13桁の GTIN設定で問題ありま
せん。
　　も し 商 品 に JAN シ ン ボ ル

(EAN/UPCシンボル ) しか表示
されておらず、物流センターなど
で ITFシンボルの読み取りが必
要な場合にはブランドオーナーに
相談してください。GTIN-13の
頭に 0を付けた 14桁を ITFシ
ンボルで表示します。この 0は
GTINの一部ではないため、元の
識別コード (GTIN-13) に変更は
ありません。

　（コード管理部）

GS1事業者コードの利用に関するQ&A
ー 輸出入編 ー

© GS1 Japan 2020

GTIN-13, GTIN-8
(JANコード／EANコード)

商品識別コード
GTIN：Global Trade Item Number（商品識別コードの総称）

1

GTIN-14
(集合包装用商品コード)

GTIN-12
(U.P.C.)

4 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9

4 5 6 9 9 5 1 1 1 6 1 7 9
GS1事業者コード

商品アイテムコード
チェックデジット

4 5 6 9 9 5 1 1 1 6 1 7 6
GS1事業者コード

商品アイテムコード
チェックデジット

1

インジケータ(1～8)

6 1 4 1 4 1 0 0 7 3 4 9
GS1事業者コード

商品アイテムコード
チェックデジット

1 4 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

※例はGS1事業者コードが9桁の場合。

図 GTINのコード体系

JANシンボルマーキングマニュアル
https://www.gs1jp.org/code/jan/jan
_marking_manual.html

JANシンボルマーキングマニュアル
https://www.gs1jp.org/code/jan/
jan_marking_manual.html
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無料講座
・ EPC/RFID 入門講座 ・ GS1 Digital Link 入門講座
・ EPCIS 入門講座 ・ 次世代バーコード入門講座

有料講座
・ EPC エンコード技術講座 – TDS1.x 編　 ・ EPC エンコード技術講座 – TDS2.x 編
・ GS1 Digital Link 技術講座 – 基礎編　 ・ EPCIS 技術講座 – 基礎編
・ GTIN パーフェクトセミナー ・ ヘルスケアバーコード入門講座

※講座は順次追加 ・ 更新予定です。

配信講座ラインナップ

■ ご利用方法
1. 右記の QR コードを読み取る、 または URL にアクセス
https://www.gs1jp.org/seminar_book/seminar/onlineplatform/
2. 講座動画プラットフォームにユーザー登録（無料）
3. 視聴したい講座を選択し、 動画で受講

■ 特徴 ・ メリット
・ 配信期間中、 24 時間いつでも視聴可能
・ 講義資料もダウンロードでき、 復習しやすい

※一部講座を除く。
・ 登録無料
・ 一部講座は無料で視聴可能
・ 必要なチャプターを選択、 繰り返し再生できる
・ 再生速度の変更が可能

■ こんな方におすすめです
・ 新任担当者の基礎教育に
・ GS1 標準の最新動向を知りたい方
・ 活用事例をキャッチアップしたい方
・ 物流 ・ 小売 ・ メーカーなど、
サプライチェーンに関わる皆さま

「GS1 Japan 講座動画プラットフォーム」は、
入門から応用まで、GS1標準に関する各種講座を

オンラインで配信するサービスです。
場所や時間にとらわれず、 

“学びたいときに、すぐ学べる” 
環境をご提供します。

GS1 Japan
講座動画

プラットフォーム

GS1 Japan
講座動画

プラットフォーム

■ お問い合わせ先
講座内容やご利用方法についてご不明な点がございましたら、 下記までお気軽にお問い合わせください。
GS1 Japan（一般財団法人流通システム開発センター）　　　
E-mail︓solution@gs1jp.org

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。


